令和７年度　第１回丸亀市保健医療推進委員会

（丸亀市健康増進計画推進会議）

開催日時　令和７年8月21日（木）　13時58分～15時30分
開催場所　丸亀市市民交流活動センター　マルタス　2階　ROOM4
出席者　　

(保健医療推進委員)　 次田一代　横山勝教　吉田英統　香川良介　川上雅史　木戸みどり　
岩崎正朔　德井由紀子　中野実千代　松永真理　大上悦子　内田千鶴
 (事務局)  谷本部長　堀瀬課長　駒松副課長  鳥井担当長　松尾担当長　
黒川　藤原　多田　德永　山本　
(傍聴者) 　なし
議　題　　1．開　会

2．委嘱状の交付

3．健康福祉部長あいさつ

4. 会長・副会長選出

5．議事
（1）後期計画の概要

（2）令和７年度　第２次丸亀市健康増進計画 推進状況の報告【資料1】
（3）その他
6．閉　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
開会（13時58分）

―事務局―　
　ただ今から、令和7年度 第１回丸亀市保健医療推進委員会を開催いたします。本会は、丸亀市附属機関設置条例の規定により、「地域保健医療の総合的推進施策についての審議、建議及び答申に関する事務」を行うため設置されているものです。委員の任期は2年と定められており、本年6月末の任期満了に伴い、7月1日から改めて14名の方を2年間の任期で委嘱いたします。

それでは、健康福祉部長よりお一人ずつ委嘱状をお渡しいたします。お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立ください。なお、本日欠席の方につきましては、後日お渡しいたします。
（出席の委員へそれぞれ委嘱状を交付）
―事務局―
ありがとうございました。これをもちまして委嘱状の交付を終了いたします。会議開催にあたりまして、丸亀市健康福祉部長より挨拶申し上げます。

―谷本部長―
丸亀市健康福祉部長の谷本でございます。皆様には、日頃から本市の保健福祉行政に多大なご協力を承っておりますこと、本当にありがとうございます。また、ただいま丸亀市保健医療推進委員会委員といたしまして、保健医療福祉の分野の方をはじめ企業やコミュニティなど、市民の健康づくりに深い関わりのある皆様方に、令和9年6月30日までの2年間の任期で委嘱させていただきました。これからどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本市では市民の健康づくりのために、健康増進計画「健やかまるがめ21」に沿って様々な施策や事業を推進してきたところです。そして委員の皆様には、それらの施策や事業が少しでも効果的なものとなるよう、ご意見をいただいて参りました。引き続き本委員会で皆様の専門的知見や豊かな経験から忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。また、現在の計画の計画期間が令和8年度までとなっておりますことから今年度から来年度にかけては、次期計画を策定することとしております。その際には皆様のお力をお貸していただきますよう、お願い申し上げまして簡単ではございますが、開会にあたりまして私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
―事務局―　
本日の会議は委員14名のうち12名と半数以上の委員に出席いただいておりますので、丸亀市附属機関設置条例により、本会議の成立要件を満たしておりますことをご報告いたします。

本会議は公開といたしますので、会議録につきましては会議の概要を記録し、会長に確認いただいた後に、市のホームページにて公表いたします。

それでは、委員の皆様より自己紹介をお願いいたします。次田様より順番にお願いいたします。

（各委員より、自己紹介）

ありがとうございました。事務局の自己紹介をさせていただきます。
（事務局、自己紹介）
本日は委員改選後、最初の委員会でございますので、会長、副会長の選出を行いたいと思います。

会長、副会長の選出につきましては、丸亀市附属機関設置条例第6条により、それぞれの委員の互選により定めることとなっております。会長、副会長選出について、何かご意見はございますか。
―中野委員―

事務局一任でお願いできますか。
―事務局―
ただ今事務局一任の声をいただきましたので、事務局（案）を提案させていただきたいと存じます。次田一代様に会長を、また横山勝教様に副会長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
（全会一致により承認）

それでは、次田会長、横山副会長よろしくお願いいたします。お二人には前の席にお願いいたします。本日の議事に入る前に資料の確認をお願いしたいと思います。
（資料の確認）
ここからは次田会長に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
―会長―
　会長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本日の傍聴者は0名です。まず議事（１）の後期計画の概要について事務局より説明をお願いします。
―事務局―
今回、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、第2次丸亀市健康増進計画後期計画の概要と今までの推進状況について簡単にご説明させていただきます。

本計画は平成29年度から令和8年度を計画期間とし、令和3年度に中間見直しを行い、令和4年度から令和8年度までの期間で後期計画を推進しております。また、計画の位置づけとしては計画の冊子4ページをご覧ください。本計画は丸亀市総合計画を上位計画とし、市民の健康づくりを支えるため、様々な行政計画と整合性を図りながら推進しています。

次に施策体系について、計画の冊子8ページをご覧ください。基本理念を「みんないきいきわがまち丸亀」とし、健康増進計画、食育推進計画、自殺対策基本計画の3つの計画を推進しております。健康増進計画では、生活習慣の改善や社会環境の整備によって実現される最終的な目標を「健康寿命の延伸」としており、施策体系に基づき推進しています。健康増進計画における推進主体については、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」と「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」を主に行政が主体となって取り組み、「健康増進の基本要素に関する生活習慣及び社会環境の改善」は、市民・地域・行政が連携しながら取り組むことと明記されています。

最後に計画の冊子42ページをご覧ください。後期計画においては20～50歳代の働き世代をターゲットとし、健康づくりに関心をもつきっかけづくりと糖尿病の発症・重症化予防を重点取り組みとしています。この後の報告でもご説明しますが、これまで働き世代をターゲットとするということで、こども園や学校と連携して啓発活動をしたり、委員の皆様にご意見をいただいたりしながら推進しております。後期計画の概要は以上です。
―会長―
次に議事（2）の第2次丸亀市健康増進計画「令和7年度の推進状況の報告」について事務局より説明をお願いします。
―事務局―
　健康増進計画について令和7年度の実施状況をご報告させていただきます。現在、今年度の計画の推進途中であり、現時点での推進状況として資料の中から今年度の重点的な取り組みを抜粋してご報告いたします。事前に送付しております、資料とチラシ①～⑤をご覧ください。なお、資料下部にはページ番号、チラシの右上にはチラシの番号を入れておりますので、ページ数やチラシ番号を示しながらご説明します。今回は委嘱後初めての会であり、以前から行っている取り組み内容や修正点についても報告するため、今までの内容と重複する内容もあるかと思いますが、ご了承ください。

それでは、資料2ページをご覧ください。計画における施策体系の「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」から後期計画の重点取り組みとなっている「糖尿病」の分野についてご説明します。今年度も昨年度に引き続き、市の広報や地域のコミュニティ誌、地域の健康教育や相談事業で糖尿病の発症を予防するための生活習慣について啓発を行っています。また、集団特定健診時には35歳からの特定健診受診者と40歳代の特定健診受診者の働き世代を対象とし、減塩みそ汁の試飲やAGEs（体内糖化度）測定、運動動画紹介などに加え、今年はベジメーターで野菜摂取量の測定を行う予定です。また、これまでの35歳からの特定健診の脂質の検査項目が高い人が多いという結果を受けて、脂質に関する保健指導を健診受診者に行い、日頃の生活習慣を振り返るきっかけとしています。小児生活習慣病予防の取り組みについても、昨年度に引き続き、学校教育課と一緒に作成したチラシ①の「丸亀市の健診から分かるこどもとおとなの健康」（令和7年度版）を小児生活習慣病健診にあわせて小学4年生と中学1年生に配布し、小児生活習慣病予防健診受診勧奨や家族ぐるみで生活習慣病予防に取り組む意識づけを図っています。続いて、特定健康診査及び特定保健指導実施率の向上の取り組みについてです。健診の新規受診者の獲得のため、国保の新規加入手続きの際に集団健診希望者は窓口にて健診予約を行う取り組みを開始しております。また、今年度より動機付け健診である35歳からの特定健診を集団健診だけでなく医療機関でも受診可能としております。35歳からの特定健診を受診した39歳の方の約半数が、40歳になって継続して特定健診を受診しているため、今後も受診率向上のための取り組みとして継続していきたいと考えております。

次に資料4ページからの施策体系の「健康増進の基本要素に関する生活習慣及び社会環境の改善」についてです。これは丸亀市健康増進計画市民会議メンバーと協働して推進しております。今年度も市民会議で地域での活動を継続しながら、市の取り組みや事業に市民目線のご意見をいただいています。この中のうち、今年度重点的に推進している健幸10か条の「食生活」「地域・環境」の分野の取り組みと前回までのご意見をもとに取り組んでいることを中心にご説明します。

まず、資料4ページ（1）の食生活についてです。市民会議メンバーとの活動として朝食についてのチラシ、野菜チラシの作成・配布をしております。また、今年度の健やかまるがめ21フェスタでも作成チラシや試食を配布する予定としています。その他の食生活に関する取り組みについてはこの後の丸亀市食育推進計画のご報告の際に併せてご報告いたします。

次に資料6ページ（8）の地域・環境についてです。地域のつながりを深める取り組みとして、地区の担当保健師や健康課栄養士がコミュニティの保健部や愛育班、食生活改善推進員などと連携し、役員会や活動の中で地域とのつながりや人と人のつながりの大切さについて伝えています。また、愛育班活動として声掛けや見守りを通して、それぞれの地域の現状に合わせた地域でのつながりを持てるよう班員さんに周知しています。さらに、健康課では母子保健推進委員の育成も行っており、地域で安心して子育てができるよう親子に声掛けをしてもらうようにしています。

次に、資料は前後しますが、資料5ページ（3）生きがい・休養についてです。子育てや仕事のことでストレスが多くなっている働き世代に向けて、ストレスの対処法やこころの相談機関の連絡先を掲載したチラシ②を市民会議メンバーと作成し、小学生の保護者など働き世代を中心に配布、啓発を行っています。このチラシは市民会議メンバーと今後も配布先等を一緒に検討していく予定です。　

次に資料5ページの（5）喫煙の①についてです。丸亀市では妊娠中、3か月、1歳半、3歳児健診時の母親の喫煙率が香川県と比較しても高い結果もあり、働き世代への周知を目的にたばこの害についてチラシ③の啓発チラシを配布し、禁煙などについて情報提供を行っています。こちらも市民会議メンバーと作成したチラシになります。

次に6ページの（6）歯・口腔の健康についてです。妊婦歯科健診率は令和6年度45.9%と5割に達しておらず、受診者のうち52.8％は何らかの歯周疾患がある結果になっています。そのため、妊娠5か月、8か月の時に子育てアプリで受診勧奨を行い、さらに妊娠8か月ごろに送付する資料にチラシ④を同封し、勧奨をしています。また、前回の会議でご意見いただき、妊娠届出時に大人用歯ブラシを配布して早期から歯と口腔の健康について意識していただく機会としています。

次に、資料7ページをご覧ください。「健幸の日」と「健幸10か条」の認知度向上に向けた啓発についてです。展示や庁内外の関係機関と連携しての啓発は以前から継続的に実施している取り組みですが、前回までの会議で啓発物の展示場所についてご意見をいただき、昨年度からゆめタウン丸亀店で展示をしております。さらに今年度は資料中ほどの写真にありますように、7月17日に市民会議メンバーと健康イベントとして血管老化度測定やチラシの配布を行いました。買い物に来ていた子ども連れの家族に声をかけるなど、商業施設でイベントを行うことで無関心層へ啓発を行うことができ、無関心層の声を直に聞く機会にもなりました。今後も無関心層へアプローチの手段として、企業連携も図っていきたいと考えております。

また、チラシ⑤については重点的に推進する健幸10か条について毎年チラシを作成しており、関係機関と連携しながら啓発活動に活用しております。さらに、働き世代へアプローチとして、学校やこども園と連携し、保健だよりや給食だよりに健幸10か条や関連する健康情報について掲載していただいております。健康増進計画の推進状況等は以上です。
続きまして、食育推進計画の令和7年の推進状況を報告します。8ページをご覧ください。1つ目の目標の(1)自分にあった食生活の実践では、食育ＳＡＴシステムを活用した食事指導を行っています。子どもから高齢者までの方に向けて自分にあった食事を知るきっかけになると思いますので、食育講座、高校文化祭やＰＴＡ行事等に出向いていく予定です。味噌汁の試飲も行い自分の家庭との比較をし、気づくきっかけにしたいです。また、昨年度より県が野菜摂取量の測定器の貸し出しを開始していますので、借りられれば活用し気づきから行動変容を促し、継続的な生活習慣の改善につなげられればと思います。

2つ目の目標の（2）食文化の継承と地産地消の推進では、食育ネットワークメンバーが郷土料理・正月料理・旬の食材や特産物を使用した料理の情報提供をしています。

3つ目の目標の（3）食を取り巻く環境の整備では、食育ネットワーク会議を開催し、関係機関・団体との連携を図り、6月よりそれぞれの活動をパネルにして市役所ロビーや中央図書館掲示し、現在綾歌図書館で掲示しております。また、食育講演会は、丸亀市市制施行20周年記念事業としてアイレックスで11月28日に開催予定です。これからも関係機関・団体等が連携して事業を実施する機会が増えるよう食育ネットワーク会議での情報交換等を継続していきます。食育推進計画については以上です。
続きまして、自殺対策基本計画の取り組みについてご報告します。計画の目標である誰もが自殺に追い込まれることのない丸亀市の実現を目指し、自殺予防に対する理解を促進するため、9月の自殺予防週間や3月の自殺予防強化月間を中心に、自殺予防やこころの健康に関する相談先のチラシ配布や展示など啓発活動を行い、地域での健康教育等の活動の中で自分や家族などのこころの健康について振り返ってもらえるような働きかけを行います。
また、自殺予防に取り組む人材育成について、市役所職員に対し、ゲートキーパー養成講座を行います。相談支援体制の整備について、健康課ではこれまで同様、こころの健康相談の実施や相談場所に出て来られない方には精神保健福祉士等と保健師が訪問し個別支援を行います。

また、すべての妊産婦に対し、妊娠初期及び出産後の専門職の面接に加え、出産・子育て応援給付金事業に基づく、妊娠8か月頃のアンケートの回答に応じ、必要な方には面談を実施し、妊娠中期以降に不安が生じた場合にも出産前から継続的に支援を行います。

健康課以外の相談支援体制については庁内11課による自殺対策事務調整会議を7月に開催しました。各課の取り組みを共有し、庁内連携の必要性や具体策等について再確認いたしました。また、ゲートキーパーに関する内容の動画を視聴してもらい、職員一人ひとりが自殺予防の視点を持ち日々の業務に勤める重要性について理解を深めてもらいました。今後も必要時には庁内関連部署と連携しながら包括的な自殺対策の推進に努めていきたいと考えております。

―会長―
　ただいまの報告は、いろいろな領域が関わっているかと思いますので、ご質問、ご意見等をいただければと思います。
―委員①―
健康課と高齢者支援課の計画に関わっているので、もう数年同じことしか言っていないのですが、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の話があって、65歳で担当課が変わってしまう問題と75歳で国保から後期高齢者の保険へ移行することで保健事業と介護予防が切れている問題があります。国としたら、お金の問題と人の問題でバラバラにやっていたら、効率が悪いので、市町村ごとにいい具合のまとめ方を見つけて整備しなさいと。国としたらお金をかけただけの成果を出してくださいということをずっと言っています。健康課でやっている重症化予防の事業を、後期高齢者の方でも同じような横滑りでしても、一体化せずに増やしただけになっている気がして、次の計画を立てる時期でもあると思うので整理してほしいです。少ない人数でいろいろな仕事をしないといけなくなっていて、それをバラバラにやっている。職員を増やすわけにもいかないと聞いているので、削れるところは削る。健康教室や介護予防の体操教室など、同じようなことを違う課で、いろいろやっているというのがあります。行政がどこまで関わるのか。民間に任せられるところは任せるとか、体操教室ってある種、ジムみたいなところに任せるのもあると思います。ただそれは都会と丸亀で違うと思っていて、おそらく丸亀では、業者がやってくれると思えないので、行政がどこまで関わるかというのを絞っていく必要があるかなと思っています。

僕はどちらかというとハイリスクの方がすごく気になるので、全般というよりかは専門職が関わるなら、行政には医療でも介護でも採算に乗らない人を対象にしてほしい。健康課と高齢者支援課と保険課で集まって体操教室や健康教室をまとめていくことが必要かと思う。私たちも、いろいろな課から声をかけられて講演してほしいと言われるが、同じようなことをいろいろなところでしゃべっているみたいなところがあり、ちょっと気になっています。体操教室も40歳以上の教室もあれば、65歳以上の教室もあって、分ける意味はあると聞きましたが理解しきれない。実際参加者がどうなのかなと思います。イメージだと働き盛りの方はなかなか参加しにくくて、結局高齢者の方じゃないかなと思うので、うまい整理の仕方がないかなというのが気になっています。

医師会としたら、一体的実施のところで医療職の関与やアウトプットの話もあるので、医師会で僕は認知症初期集中のサポート医と福祉課の心の健康サポート医をしていて、健康課で健康教室の講師依頼は健やかまるがめサポート医みたいなのを作るのはどうか、その中で例えば内科や整形、耳鼻科など年間計画でその医師も含めて企画を考えるのはどうかと思いました。バラバラに頼まれると行けないこともあるので、わかりやすい形で示していただいたらという。僕が空想しているアイデアです。
―会長―
ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。
―事務局―
ご意見ありがとうございます。行政としましては、どうしてもたてりがあり、介護保険や健康保険など法律の縛りがあるところを財政的な話で一体化という横串が入っている状態だと思っています。先生のご意見は非常に参考になりますが、行政の組織体系というところの垣根でなかなかうまくいかない部分もありまして、調整をしながらやっていきたいと思いますが、参考にさせていただこうと思います。ありがとうございます。

―会長―
ありがとうございます。他に何かございますか。
―委員②―
依頼を頼まれる側の実感として、いろんなところから同じようなことを頼まれてというご意見でどうしても1つに絞れないのかとか、まとめられないのかと思うのは当然だと思いながら聞いていました。
なぜ計画を一体的に進めるかを考えると、行政も他の企業と同じで、人材不足やこれから人手が減ってくるという中で一定の垣根を越えながら、オーバーラップするところをなくしながら効率的にやっていかないといけないというところは、国としても多分考えていると思います。庁内の連携が1つのものを通して、進むといいと思いながら聞いていました。そういう視点でいくと、この資料の自殺対策のところで庁内11課が集まって会議をしたというのが、1つの話題について連携できるのだなと思いました。各課が集まって話すのであれば、雑談の中でも話が進めたらいいのかなと思ったりしたところです。具体的にはどんな課が集まっていますか。
―事務局―
人権課や職員の健康づくりで職員課、学校教育課、高齢者支援課、子育て支援課、地域包括支援センター、福祉課など。福祉課でもたくさん自殺に関する取り組みを行っていただいています。あとは丸亀市では美術館のミモカがありますが、美術から心を豊かにということで、担当課のまなび文化課にも出席いただいています。
―委員②―
ありがとうございます。連携していく中で、他の話題についてもそういえば連携できたらいいねという話が生まれてくるような土台ができていけばいいのかなと思います。自殺対策は心の対策ですけれども、それを進めていくと生活習慣病対策も進んだという事例があります。アフリカのジンバブエという国で起こったことです。ジンバブエは医療資源が少ない国で自殺対策とかメンタルヘルス対策をどうしたらいいのかという時に、ゲートキーパーみたいな人を作って、地域で相談を受けられるようにしようという、ここの発想までは一緒ですね。ゲートキーパーと言われるような人たちに認知行動療法の研修を行って身につけてもらいました。子育て終わったおばあちゃんたちが参加して地域で相談を受けようと。もともと自殺対策で始まったので、おばあさんとベンチを置いて、そこのベンチに相談したい人がフラッと立ち寄れるというような仕組みを作りました。最初は「メンタルヘルスベンチ」という名称でやったら誰も座りに来なかったんです。メンタルヘルスに不調があっても認めたくない思いがあったり、ジンバブエでも差別・偏見があったりするので、そこのベンチには座れないとなって、それを「フレンドシップベンチ」という名称に改めたら、みんな座るようになりました。そこに座りに来た人が本当はメンタルヘルス不調の人が相談しに来るというイメージでやっていたのですが、相談を聞いていると健康相談だったりするので、生活習慣病で困っている人に対するアドバイスも同時に行われるようになって、実は自殺者とかメンタル不調者も減ったが、高血圧や糖尿病、糖尿病の管理が悪い人が減りました。ジンバブエで成功を収めたので、アメリカやカナダにも広がっています。アメリカとカナダでは学校の中に広がっていて、いわゆるいじめ対策や不登校対策にもなってきています。地域のつながりの大切さを伝えて地域の輪を広げるというような話が資料6ページにありましたが、結果的にはそういうことが地域で行われると、自殺対策や生活習慣病対策にもなるし、食育につながったり、地域の中で知恵を持っているおばあちゃんたちがいると助かるというのが、プログラムの中で支持されてきたということもあります。何か切り口が1つあって、市役所の中でも垣根を越えていろいろなつながりができたらいいと思います。今日は各団体の方が参加されていますが、それぞれがつながりながら地域の中で活動していけるのがいいのかなと思います。
―会長―
貴重なお話はありがとうございます。フレンドシップというのは、聞いただけでも心がちょっと緩み、いい取り組みだなと思って聞かせていただきました。他に何かありますか。
―委員①―
自殺対策について、自殺未遂者のアウトリーチをぜひしていただきたいというのがずっとあります。自殺未遂が自殺の1番のハイリスクですが、医者として手が届かないです。相談に来てくれない人が救急に運ばれてというところに問題があり、そこは医療が届かない場所なので健康課としてアウトリーチをやっていただきたいが、すごく難しいと思います。福祉課と一緒にやればいいかなと思いますが、福祉課の担当者数に限りがあると思います。東京は警察から連絡を受けてアウトリーチを数時間以内にやっているようです。行政職員の相談支援業務の技量を上げていく仕組みも絶対必要と思っています。自殺未遂の対応は難しく、ゲームキーパーによる対応は難しいと思うため、ゲートキーパーをサポートする意味でも行政職員の対応能力を上げていくようにしていただきたい。
―事務局―
自殺対策基本計画は福祉課と連携してやっていかないといけないと感じております。ハイリスクケースは福祉課が対応しているものが多く、健康課としては、ポピュレーションアプローチ的な心の健康づくりという精神保健のところを自殺計画に盛り込んでいきたいと考えています。また、自殺対策に関する保健師の技術も上げていかないといけないなと感じております。福祉課でケースを持っていただいていることも多く、健康課で対応しているケースもありますが、その中で保健師の技量を上げていくためにどんなことができるか教えていただきたいです。

―委員①―
精神科医の関わりは必要ですが、精神科医だけではいけない。生活の困窮がメインで精神疾患だけを捉えるのではないとなると精神科医として無力感があります。入院して治すのであれば話は早いですがそうではない。健康課の母子でもリストカットをするお母さんやアルコール依存や薬物依存で自殺みたいなことも聞いたことがあります。まずは実態把握だと思っていて、救急病院や警察とも連携を取っていく必要があると思います。重層的支援体制で福祉課と健康課が一緒に動くことは必要。すぐサービスに結びつかない人もおり、健康課でフォローし、実地（経験）を積むしかないと思っています。
―事務局―
ありがとうございます。福祉課の方とも情報共有して連携していけたらと思っております。
―委員③―
コミュニティセンターを核として地域の活動をやっている立場からお話しします。30年間コミュニティ活動をやっていて、健康問題は非常に地域の大切な要素であると思います。地域担当職員制度がありますが、人的資質というと失礼ですが、やる気のある職員だと健康教室もよくやってくれるし、自治会館で健康の研修会や勉強会もやってくれていましたが、何年も続かない。大きな波がないよう、お互いに我々も補助しながらやっていかないといけないと思っています。
コミュニティとしては健康大賞を作らないかということで、1年半ぐらい勉強会をしました。健康課の意見も聞くよう言いましたが、1人走りでやったような感じがしています。高松市や岡山市は早くから、地域でどれだけ健康に対して取り組んでやっているかという健康大賞の表彰をやっています。丸亀も自立した地域の健康の取り組みをしっかりとし、後押しを行政にやってもらうような仕組みにしていけたらいいと思い、市長さんと市議会議長さんに提言しました。健康課からもアドバイスをしっかりしてもらいたいと思っております。
―委員②―
先ほどの自殺の話のことですが、公衆衛生学的に自殺率って各国ですごく違います。自殺率が下がっている国もあれば、なかなか下がらない国もあったり、コロナを経て逆に上がってしまった国もあります。日本と同じように自殺が高い国でフィンランドがあります。フィンランドは冬になると外が明るい時間が3～4時間しかなく、ずっと暗いというのが何か月も続く国です。冬季うつといって、冬場にうつになってアルコールの摂取量も増えるし自殺率も高かったのですが、自殺率がなぜ下がってきたかというと、対話というものが文化としてすごく根付いていったということがあります。しんどい時に話を聞いてくれる人がいるというのはすごく大きいです。ハイリスクの自殺未遂を繰り返している人とは少しレベル感が違いますが、身体も診る精神科の病院が少ないとか、総合病院の中に精神科があまりないとか、システム的な問題があるのでなかなか難しいと思うところがありますが…。東京や横浜みたいに医療資源が豊富ではない実情もあり、香川でそれができるかというとなかなか難しいと思います。ハイリスクに至るまでに、しんどくならないうちに、話を聞く人が地域にいるというのはすごく大事なことかなと思っています。先日、精神の全国保健所長会で各地の取り組みを視察しに行き、滋賀県の琵琶湖病院で患者さんがクライシス状態でこのままだったら死にそうだから、入院させてほしいという方がいらっしゃったんですけど、丁寧にお話を聞いていくうちに落ち着いてきて、入院せずにそのまま帰られて、また明日来ますということがありました。投薬だけに限らないで、お話を聞く治療を大事にされている病院だったので、そういうこともあったのかなと思いました。委員③もおっしゃられていましたけど、地域のコミュニティの中で活動される人たちがとても大事になっていると思っていまして、それぞれ皆さんの声を聞きたいと思います。
―委員④―
食生活改善推進員ではがん検診やレディースデーの時に具沢山の牛乳味噌汁を作り、みんなに試飲していただき、牛乳が苦手という方でも、癖がなく飲めましたと言って喜んでいただいたりとか、家庭でも作ってみてくださいと言って、レシピを渡したりしております。それから地域に出向いて、生活習慣病予防やフレイル予防などのお話をして、料理などのお手伝いをして喜んでもらったりしております。

―委員⑤―
母子愛育班連絡協議会ですが、会自体は子どもさんを中心に活動している班と、以前から全戸加入に近い地区などは高齢者の健康を考える愛育会という形で、城北地区は一般会員として男性も入っていただいています。城北地区は愛育班＝保健部会という形で、高齢者までのことを健康教室でも全てこちらから保健師さんに依頼し、協力していただいて実施しています。

ゲートキーパーの養成講座も受けたことがありますが、本当に難しい。そういう人を発見するのも難しいし、人のことなので、この計画って難しいだろうなと思います。愛育班では自殺予防のことに関してはナイーブなところもあるので、このことに関しては全然活動ができていないですが、高齢者から小さい子どもさんまでを対象に楽しく活動できるという形で、毎月いろいろな行事をして城北地区では頑張っています。仕事をしながら若いお母さんが運営している地区は、なかなか活動が難しくて、夏休みなどのお休みの時しか活動ができないという地区もあります。できるところはみんな頑張ってくれていると思います。
―委員⑥―
私もゲートキーパーの講座を受けたり、市民会議の中で運動グループとか食生活と歯のグループとか、健康管理グループなどありますが、私はまさに心の休養、生きがいグループに入っていて、今日配ってもらったチラシ②ですが、保健師さんと私たち市民会議のグループのメンバーで、昨年度に作成したチラシになります。こういう活動をしているとすごく大事なんだけど、じゃあ自分に何ができるんだろうと考えます。私自身も精神的にしんどい、話を聞いてくださいってなかなか言えないというところがあって、でもそれを直接言えなくても、私は愛育班の活動もしていますが、もう20年来一緒に活動している気の置けないママ友と日頃の愚痴を言い合い、それでまた明日からがんばろうと生活をしています。地域だったり、職場だったり、さっきの「フレンドシップベンチ」ですかね。意識する、しないに関わらず、いろいろなところに目に見えない形であっても、あればいいなと思っていました。
―委員⑦―
私も市民会議に参加しています。私は膝が痛くなって病院に行ってリハビリをしても、自分で動かすしかないですよと言われたので、ころばんぞぉ～教室に月2回参加したら、すごく体調が良くなって徐々に筋肉や体幹ができてきて、それが嬉しくなって周りにいいよいいよって言いまくって、結局十何人の人が来るようになって、そこでまた会話ができました。体もそうですけど、輪が広がったみたいな形で、「調子が良くなったわ」と聞くとよかったなって、丸亀市がすごくいいことしてくれているからいっぱい宣伝しようみたいなことで、市民会議に参加しています。

それとまた別で、今年から自治会長になりましたが、うちの自治会は今潰れる寸前です。退会者が多くなって、あとは虫の息みたいな自治会で、楽しい自治会にすると、ためになるとか、ちょっと参考になったなとか、そういうのを提供できたらと思って取り組んでいます。口腔や歯磨きの話をさせていただいて、「へー」みたいな、早口言葉とか、みんなでしっかり話をしたりしていますが、そうやって何とかコミュニケーションを取るようにしています。また別に、いきいきサロンがあると聞いて、有志でお花の会を30年くらいしていますが、いきいきサロンという名目をつけて、おしゃべりが長くなって、そこでいっぱいおしゃべりをしてお菓子を食べておしゃべりしてって。月に2回ですが、これがあるからすごく嬉しいという話を聞きます。暑くても、寒くても家の中にこもっちゃうから、さっきのベンチではないですけど、そうやって話ができる、対話ができる場をいかに作っていくかということを、自分としてできることをしていきたいと思っています。「フレンドシップベンチ」いいなって、今日は勉強ができてよかったと思います。ありがとうございます。
―委員⑧―
初めて参加させていただきまして、ただ単に健康寿命とかをこの年になりましたらすごく関心があるので、ちょっとのきっかけでこの場に来させていただいたんですけれども、私はコミュニティで食改とか愛育班、婦人会など、長年の様々な活動を通して何かお役に立てたらぐらいの気持ちでいたのですが、健康ということは1つの角度から考えられなくて、本当に皆さんのお話を聞いていたら、あまりにも深くて広くて、いろいろな取り組みがややバラバラだと思います。もっと身近なところでこういう懇談の場を取ってバラバラじゃなくて、全部関連しているような気がするので、懇談をしながらできることを1つずつ計画して楽しくやっていけたらと思います。まとまりがないですが、今回初めて出席させていただきまして、健康づくりを考えるきっかけにさせていただけたらと思っております。

―委員⑨―
保健師さんのお話の中に、お母さんの喫煙率が高いという話があり、すごくショックを受けています。

本当に禁煙教育をしないといけないと思ったのですが、チラシ③を作られていますよね。私が思うに脅しでは絶対ダメなんですよね。チラシ③を見ると、どちらかというと脅しがメインで、裏側の喫煙にかかる費用のところで21万9000円とあります。あなたなら21万9000円あったら何をする？というタイトルをまず出して、旅行する、おいしいものを食べるとか書いて、これを見てくれて、実は禁煙をすると、こういう効果があるんですよということで。裏面を見たら脅し的なものがあるのが行動変容するチラシだと思います。チラシをせっかく作っているのに残念だなと思いました。

今日はいろいろな方のお話を聞いて、本当に健康って複合でやっていかないといけないと思いますし、この間、特定健診に行きましたら、自分も元気だと思っていたのに、引っ掛かり、自制をしていますが、本当に健診の良さを改めて感じました。

―委員⑩―
この2年間、この委員会に参加させていただいたのですが、薬剤師会が関わっている内容があまり入っていなくて、ちょっと残念だなと思っています。また計画を策定されますよね。薬剤師会としても参加できるようなものを入れていただければと思います。

―委員⑪―
今回、妊婦歯科健診受診率が45%という数字だったのが多いような少ないような、歯科健診に関しては、以前は20歳のチェックアップクリーンがあったのですが、統合されて20歳から5歳刻みの歯周病健診に変わりました。おそらく妊婦歯科健診に比べると歯周病健診受診者はかなり少ないと思います。そういう意味では、すごく多いですが妊婦歯科健診は妊娠届出時に健診に行ってくださいという割には45%というのはすごく少ない気がします。妊婦歯科健診に関しては異常がある場合が多いですけど、現場としては妊娠中の歯科治療はやりにくい、手が出しにくいです。理想としては妊婦歯科健診でしか会うタイミングはないですけど、それ以前に受診してもらって、妊婦歯科健診ではそれ以外の生まれてくるお子さんの歯の指導などに時間を割きたいので、他の健診受診率が上がったらいいかなと思います。実感として、以前は20歳のチェックアップクリーンだったのが、今はその言葉がなくなって全部歯周病健診になっていますが、それによって20歳の方はほとんど来ていない気がします。前は20歳とピンポイントで当てていました。全世代に対して歯科健診が受けられるようになっていることはいいことですが、世代別に名前だけでも変えたり、世代別にアプローチを変えるようにしたほうがいいという気はしました。

全然専門的な立場からというわけではないですが、チラシ①の肥満のことですが、子どもの運動で、昔はたくさんあったスポーツの少年団や団体というのがほとんどなくなりかけていて、壊滅しているような状態です。ちょっと畑が違うかもしれないですが、そういうところに所属して運動をやってもらう方が、スポーツ少年団はすごく費用を抑えられていて地域の人が集まっているので、そういうところも光を当ててもらえたら嬉しいかなと思います。ありがとうございます。

―会長―
様々なご意見を出していただきありがとうございます。私が印象に残りましたのは、コミュニティで健康大賞を作っておられるということでした。このコミュニティにおける健康大賞を含め、そのほかの様々な取り組みについても、お互いに連携しながらできればと思います。また、私個人の意見ですが、こういうふうにしなければいけないと聞いただけで、ストレスを感じると思います。お話の中にありました「フレンドシップベンチ」の試みや、これはできないけれども、少しでもやってみたらよかったなと思い、楽しく、嬉しくなるような取り組みが進められればよいのではないでしょうか。そして、互いに対話ができる雰囲気づくりや環境づくりを目指し、専門の先生方のハイリスクアプローチを受けながら、様々な団体の方たちと行政が一緒になって次回の計画策定に向けての検討をする際には組み込んだ形で作っていければと思っております。

他にご意見等はございませんでしょうか。なければ、次に移らせていただきます議事（3）のその他につきまして事務局からお願いします。
―事務局―
第3次健康増進計画の策定についてご説明させていただきます。後期の概要でもお伝えしたように、第2次健康増進計画の推進期間は令和8年度までとなっており、次期計画は令和9年度から推進予定としております。そのため、今年度は第2次計画の評価と第3次計画策定のための市民アンケートを実施する予定です。昨年度の会議で委員さんにご意見を募り作成したアンケート案が資料2です。このアンケートは同時期にスポーツ推進課が策定するスポーツ振興ビジョンのアンケートと一緒に行うもので、このアンケート案にスポーツに関する設問を追加する形になります。

また、アンケート調査と計画策定支援は業者委託をしておりまして、先日プロポーザルを実施し、株式会社ぎょうせいに委託予定となっております。

アンケートは前回同様に20歳以上の市民5000人を対象者として無作為抽出し、10月上旬に実施予定です。このアンケートの結果は次回の保健医療推進委員会でご報告させていただきます。さらに、次年度の会議では計画の内容について委員の皆様のご意見をいただきながら計画策定をしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
―会長―
次回の会議についてお願いします。

―事務局―
次回の会議につきましては、令和8年1月29日を予定しております。今年度の推進状況について報告する予定ですので、よろしくお願いいたします。
―委員②―
せっかくゲートキーパー養成講座を受けたけど、どうしたらいいんだろうという話や地域で貢献したいと思っていらっしゃる方もいて、行政がやっていることを行政の職員が全部引っ張っていってやらないといけない時代もそろそろ終わると思います。ただ枠組みとして何か住民の役に立ちたいと思っていらっしゃる方々が役に立てる場をシステムとして作っていくことが行政の役割だと思っていて、皆さんがご活躍できる場を丸亀市としてはどういう形で提供できるかを考えて進めていけばいいのかなと思います。
―会長―
他に何かございますか。それでは本日の議事については全て終了いたしました。すごく和やかに皆さんのご意見を出し合うことができてよかったと思います。皆様、ご審議ありがとうございました。

―事務局―
次田会長、横山副会長ともに進行ありがとうございました。また、委員の皆様には長時間のご審議ありがとうございました。本日の会議は終了いたします。ありがとうございました。
閉会（15時30分）
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